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サステナビリティ委員会の設置に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催した取締役会において、「サステナビリティ委員会」を設置することを

決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

１．委員会設置の目的 

共創サステナビリティ経営を推進することを目的に、取締役会の諮問機関としてサス

テナビリティ委員会を設置します。 
 

２．委員会の役割 

（１）サステナビリティ委員会は、グループ全体を通じたサステナビリティ戦略及び取

組みを検討し取締役会に報告、提言を行います。 
 
 

（２）環境・社会貢献推進分科会を、サステナビリティ委員会内に、関連リスクの管理

及び委員会が指示した業務を遂行する機関として設置します。 

 

※尚、サステナビリティ委員会は、サステナビリティ アドバイザリーボードの 

助言・提言をサステナビリティの取組みに反映させます。 

    ※サステナビリティ アドバイザリーボードについてはホームページをご覧ください。 

            http://www.0101maruigroup.co.jp/pdf/settlement/18_1221/18_1221_1.pdf 
 

 

３．委員会の構成 

   サステナビリティ委員会は、代表取締役を委員長とし、委員は取締役会が執行役員の

中から選任したメンバー及びその目的に照らし、取締役会が適切と認めて選任したメン

バーにより構成されます。 

 

以  上 

http://www.0101maruigroup.co.jp/pdf/settlement/18_1221/18_1221_1.pdf
http://www.0101maruigroup.co.jp/pdf/settlement/18_1221/18_1221_1.pdf

